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２０２０年度中央社保協第５回運営委員会報告  

 

２０２１年３月３日（水）１３時半～ Web（ズーム）会議 

 

【出席確認】 

○代表委員 

  住江（保団連）山田（民医連）前田（全労連）鎌倉（医労連） 

寺川（東京） 井上(大阪) 

○運営委員 

 白沢〈山崎〉（障全協） 池田（新婦人） 中山〈宇野〉（全商連） 

 西野（全生連） 藤原（農民連） 民谷（福祉保育労） 山田（全教）

     （建交労）吉田〈大壽美〉（年金者組合） 五十嵐（医労連） 

   上所（保団連） 梅津（共産党） 大門（国公労連） 

 小泉（自治労連）山之内（医療福祉生協連） 久保田（民医連） 

沢野（北海道） 高橋（宮城） 川嶋（埼玉） 藤田（千葉） 

窪田（東京） 根本（神奈川） 寺越(石川) 小松（愛知） 

寺内（大阪） 楠藤（徳島） 西村(福岡)  

○事務局  

山口、是枝、工藤（保団連）、山本（民医連）、寺園（全労連） 

 

 ※事務局次長（全労連）が、大西玲子さんより、寺園通江さんに 

交代されました。 

＜報告事項＞ 資料参照 

  ２月 ３日（水） 全国代表者会議 

     ５日（金） 介護署名・国会銀要請 

           社会保障入門テキスト打ち合わせ 

     ８日（月） 社会保障誌２０２１初夏号編集委員会 

           ※企画案 「コロナ禍と地方自治 小池都政を問う」 

           国保部会 

           地域社保協パンフつくり打ち合わせ 

     ９日（火） 福祉共同行動社会保障学習会（石倉康二教授） 

    １０日（水） ２５条共同行動実行委員会 

           定例国会行動 

    １２日（金） 介護・厚労省レクチャー 

    １３日（土） 国保・介護緊急学習集会 

    １６日（火） 社会保障誌・革新都政の会打合せ 

           滞納処分対策会議打合せ 

           衆議院予算委員会参考人質疑（住江代表委員） 
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    １７日（水） 介護改善署名提出行動 

    １８日（木） ７５歳以上窓口負担２割化反対署名提出国会行動 

           国民大運動実行委員会総会 

    １９日（金） 社会保障誌 2021春号責了 

    ２４日（水） 定例国会行動 

           ７５歳以上窓口負担２割化反対署名推進会議 

           全労連社保闘争本部 

           衆議院予算委員会公聴会（全労連小畑議長） 

    ２５日（木） デジタル庁関連法案反対共同会議院内集会 

    ２６日（金） ２５条共同行動事務局会議 

 ３月  １日（月） 第６回代表委員会 

 

 ◆２０２０年度全国代表者会議参加状況 

  ・日時 ２月３日（水） １３時半～１６時半 

  ・場所 Web会議（日本医療労働会館） 

  ・参加 ３８県社保協６４人 <欠席>福島、栃木、三重、富山、和歌山、 

岡山、佐賀、熊本、大分、 

１５中央団体２６人 

事務局・取材 ４人  計９４人 

（２０１９年度参加者） 

２９県３８人、１７中央団体２４人、事務局・取材４人   計６６人 

  ・発言 ８社保協（埼玉、東京、神奈川、長野、愛知、京都、沖縄、 

和歌山） 

      ９中央団体（医労連、全労連、民医連、保団連、全商連、障全 

協、日本高連、年金者組合、全生連） 

 ◆国保・介護緊急学習集会 

  ・日時 ２月１３日（土）１０時～１６時 

  ・場所 Web会議（日本医療労働会館） 

      １０時～ 介護緊急学習集会 

       「介護保険制度の抜本改革提言案」及び介護報酬改定について 

       講師 日下部雅喜氏（介護・障害者部会） 

        ※質疑については、チャットで質問、意見をお願いします 

      １３時３０分～ 国保緊急学習集会 

「第２期国保運営方針に見る国保制度改革のねらい」 

講師 神田敏史さん（神奈川県自治労連） 

 特別報告・質疑応答 
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   ①大阪「大阪府統一国保のもとで今何がおきているのか」 

大阪社保協事務局長 寺内 順子さん 

   ②千葉「社会保障と住民自治が貫かれる国保制度へ」 

千葉県社保協国保部会責任者 鈴木 英雄さん 

   ③全商連「相談事例から考える運動の方向」                  

       全商連運動政策局 宇野 力さん 

  ・参加 Web参加９８人 

      会場参加 ８人 計１０６人  

     

＜情勢の特徴＞  

 ※情勢資料（新聞記事等参照） 

①国会の動向 

３月１８日    医療法等の一部を改正する法案提案 審議入り 

３月中旬     デジタル庁関連法案提案 審議入り   

３月中旬以降   健康保険法との一部を改正する法案提案 審議入り 

※健康保険法一部改正法案として、７５歳以上２割負担化法案、および国 

保の子ども均等割り未就学児まで５割軽減法案が盛り込まれる。国保運営 

方針に保険料の統一水準等を盛り込む。 

※医療法改正法案として、地域医療構想再編措置、外来医療機能の明確化 

法案が盛り込まれる 

いずれも一括法案として早期の成立強行が狙われる 

 

②生活保護基準引き下げ違憲訴訟大阪地裁勝訴（声明文参照） 

「生活保護基準引き下げ違憲訴訟」（いのちのとりで裁判）の判決が２２日

に、大阪地裁で「減額処分は違法である」とする処分取り消しの判決が出され

ました。判決は、引き下げの名目とされた「デフレ調整」について、特異な物

価上昇が起こった２００８年を起点に物価の下落を考慮したこと、独自の指数

により消費者物価指数の下落率よりも大きい下落率を基に改定率を設定したこ

となどに、客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠くと

して、違法であるとしました。 

新聞報道も各紙が社説等で取り扱いました。（朝日、毎日は一面） 

 

 ③新型コロナ禍の動向 

１.労働政策審議会の部会で介護・障害福祉施設への看護師の日雇い派遣を 

認める労働者派遣法の政令改正案が了承されました。「一定のニーズがあ 

る」「短期就職の希望者が一定位程度いる」等の理由を挙げ、今年４月から 
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の施行を予定しています。 

「日雇い派遣」は 2012年の労働者派遣法の改正によって原則禁止とされ 

ています。 

 

２.コロナワクチンの接種等に関して。（別紙参照） 

国立病院機構の医療従事者ら約４万人に、２月１７日、ワクチン接種が始 

まり、３月中旬から医療従事者約４７０万人に拡大。６５歳以上の高齢者へ

の優先接種は４月１２日からですが、各自治体へのワクチンは不足し、約５

万人限定ではじまります。高齢者の後、基礎疾患のある人、高齢者施設等で

の職員らとなり、その後６０-６４歳の順ですが、７月以降と予想されていま

す。（東京新聞 ３月１日付けより） 

 「接種は義務か」「「副作用は？」といった様々な接種の安全性に関する不

安の声も上がっています。「十分な情報の提供と自己決定権の保障」が求めら

れます。 

 

＜協議事項＞ 

（１）全国代表者会議を受けて 組織強化に向けての取り組み 

 全国代表者会議基調報告で、組織強化・拡大方針を総会までに確立していく

ことを確認しました。組織強化・拡大と学習運動の推進を、各パンフつくりを

図るとともに、「地域社保協つくりパンフ」、「社会保障入門テキスト」を作成

します。 

 パンフは、従来の冊子形式ではなく、データ配信、ホームページでの掲載等

で作成し、柔軟に内容を修正しながら深めていきます。「社会保障入門テキス

ト」は、社会保障誌の特集号として企画します。 

 

１.地域社保協つくりパンフについて（別紙報告を参照） 

① 第 3回地域社保協つくりパンフ作成チーム会議報告参照 

② 同・パンフの構成などについて確認した。 

 構成 

✓ 第 1章：地域社保協の具体的な活動や制度改善などの成果 

✓ 第 2章：地域社保協結成、組織運営の具体例 

✓ 第 3章：地域共生社会、自治体戦略など政府の政策の中でどう

社会保障運動を組み立てるか 

✓ 第 4章：地域社保協運動交流集会を Web開催し、その内容を掲

載する 
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 発行形式、発行時期について確認した 

✓ 発行形式は、中央社保協 HPにデータとして掲載していく。掲載

後も、追加・修正や差し替えなどは順次おこなっていく 

尚、これまでの地域社保協の結成、再建事例は先行掲載 

✓ 発行時期は、第 1章・第 2章を先行発行(掲載)していくが、具体

的作業の段取りなどについては、次回チーム会議で協議。 

(中央社保協 HP の会員専用ページ「中央社保協パンフ等情報資料」⇒「地域社

保協結成に関する投稿記事～「社会保障」誌からの抜粋資料(試験的掲載)」は

すでにアップしている) 

✓ 第 3章については、地域共生社会に向けての動きが加速される

中、地域での社会保障運動、社保協運動をどう進めていくかの観

点から「検討チーム(仮)」を立ち上げることを確認した。メンバ

ーについては次回提案する。 

✓ 第 4章「地域社保協運動交流集会」については、現在の「パンフ

作成チーム」を母体にして実行委員会を組織していく。メンバー

については次回提案する。 

✓ 完成については、「地域社保協運動交流集会」の内容を掲載した

段階を想定する。 

 

２.社会保障入門テキストについて（別紙報告を参照） 

① 「社保テキスト(入門編)」企画(案)、構成(案)について提案が行われた 

② 意見交換 

 地域での社会保障運動の歴史やたたかいを青年層は知らない。一緒に

学ぶことが必要。 

 労働、生活と社会保障や政策との関係性が見えていない。よくわから

ないのが実態。 

 人権としての社会保障、憲法との関係での社会保障を打ち出す必要あ

り 

 青年の実態を導入とすべき。低賃金、非正規雇用の現実から社会保障

につなげる必要がある 

 自己責任論が刷り込まれている。国・政府の役割は何かを明確に打ち

出す。先進国の事例を紹介する必要がある 

 男女平等は、ジェンダー平等へ。若い皆さんを後押しするようなテキ

ストになることを期待している。 

 住宅問題を入れる必要がある 

③ それぞれのご意見は貴重な提案でもある。「社会保障」誌 48頁の制約の中
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でどこまで取り込むことができるか次回チーム会議(3/10)で検討もする

が、5月末には原稿を揃えていく必要もあり、チーム会議での議論を受け

て原稿依頼へ進んでいくことする。また、企画案にあるように学習会を実

践しつつその経験を活かして 5 年かけてバージョンアップをしながら完

成させていく計画となっている。今後の実践やバージョンアップにも、本

日の意見を踏まえた検討を行っていくこととする。 

 

（２）当面する署名推進、国会行動・署名提出行動等について 

１.「いのち署名」推進について 

① 署名、自治体意見書、国会議員集約等について 

   署名、意見書等の集約を４月、５月の時期に実施します。 

② 3.4国会請願意思統一集会(結果) 

  日 時：3月 4日（木） 11：00～16：30  

場 所：星陵会館  

主 催：全労連、社保協、医団連、医療三単産 

   参 加：会場参加 160人、Web112人 計 281人 

       議員(秘書のみ含)23人 

       議員 245人に要請し、6議員本人に面談 

紹介議員 2名増(到達 115名) 

③ ５・２０署名提出行動予定 

 

２.７５歳以上窓口負担２割化反対署名推進、国会行動等について 

（日本高齢期運動連絡会文書参照） 

① 署名推進 １００万筆をめざし残３０万筆を積み上げる 

② 国会議員要請を要請ＦＡＸ等強める。 

③ 高齢者実態アンケートの集約を急ぐ（現在４００枚ほど集約） 

記者会見を予定する 

④ 厚労省要請、レクチャー等を緊急に予定する（Web併用） 

３月１６日（火）１５時～ 参議院議員会館１０２会議室 

 ※健康保険法一部改正案に対するレクチャーとして、国保についても 

あわせて行います。 

⑤ 国会行動等予定 

３月１０日（水） １４時） 共同記者会見 

  ３月１８日（木） 署名提出・国会行動（医団連、社保協、年金者組合、日 

本高齢期運動連絡会共同）、政党要請を検討 



7 

 

厚労大臣申し入れ 

４月 ８日（木） 国会前集会 

４月２２日（木） 署名提出・国会行動（医団連、社保協、年金者組合、日 

本高齢期運動連絡会共同） 

⑥ 運営委員会での主な発言 

 神奈川では、累計 111000筆。公団自治体協 5400筆、高教組からも署名

が届いた。立憲 8人、共産 3人、無所属 1人が紹介議員に。全市町村に

陳情・請願を出している。自民とは財源論でこちらの運動に対抗してき

ている。 

 千葉では、立憲が紹介議員にならない態度。県議会では請願が採択され

なかった。東金市では、陳情が採択された。いのち署名については、1100

事業所に送付し、50以上から 350筆が届いている。 

 埼玉では、広域連合議会へ陳情を出している。連合長は、2割負担会に

ついては慎重にするべき、国に要請をしていきたいと発言。 

 民医連では、記者会見を行い、様子を伝える動画を作成中。資料は、社

保協 HP掲載済。アンケート結果では、1割負担であっても受診抑制が 3

割に及んでいることがわかった。 

 全生連では、全県に署名を送り取り組みを呼びかけている。 

 徳島では、民医連ルートで団体署名を発送し、100を超える返送がある。

建設組合からは全支部から返送有。医科・歯科の医師 1150 人ｈも発送

し 46の返信があった。 

 

３.デジタル改革関連法案反対の取り組み 

 ①学習を緊急に進める（３・５院内集会） 

②リーフの活用、宣伝を図る。 

 ③国会議員要請を推進する 

④３・５院内集会（チラシ参照） 

 ・日時 ３月５日（金）１５時半～１７時半 

 ・場所 参議院議員会館第１会議室 

 ・学習講演 「デジタル改革法案の問題点」（仮） 

自治体情報政策研究所  黒田 充 代表 

 

４.定例国会行動 

 ３月１０日、２４日、４月７日、２１日、５月１２日、２６日、６月９日の各

水曜日、１２時１５分から衆議院第二議員会館前で開催。 
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（３）介護改善の取り組み⇒介護・障害者部会（３月３日）報告参照 

1.  この間の主な取り組み  運営委員会議題参照 

① 2.13/２０２１年度介護報酬等改定に関する厚労省レクチャー 

 参加者：中央団体 9名(全労連 2、民医連 3、保団連 1、年金 1、社保

協 2)、兵庫 2、宮城 1、三重 1、愛知 2、北海道 1、山梨 1、埼玉 1、

京都 1、大阪 1 計 20名 

② 2.17介護署名提出、厚労省懇談…別紙参照 

 主催：7団体 

 参加者：会場 45名、Web参加 30名以上 

   (21老福連・3名、市民の会 5名、家族の会 1名、医療介護福祉の会 1名 

計 10名) 

 提出署名：180,279筆  累計 206,514筆 

署名協力：家族の会(263筆)、21老福連(3,689筆) 

      ※家族の会の到達(3/2) 19支部 879筆 

 紹介議員（2021 年 2 月 17 日現在）8名 

    ※介護署名の採択 

✓ 秋田県の場合  （例示：横手市決議別紙参照） 

       能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、

潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂市、上小阿

仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、

大潟村、美郷町、羽後町、東成瀬村 【20210104現在】 

✓ 滋賀県の場合  大津市議会での意見書(別紙参照) 

③ 共同アピール 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法･感染症法改正に反対する共

同声明(2/1、7団体) 

 コロナ禍での緊急の対策を強化し、「全世代型社会保障改革」の名の

下での社会保障切り捨てを撤回し安心できる介護保険、介護報酬改

定を求める共同アピール(2/17、7団体) 

 すべての介護・福祉従事者にワクチンの優先接種と頻回のＰＣＲ検

査を実施してください！(2月、17団体) 

 

2. 介護署名の運動について 

① 2020年度版各団体の協力のもと 5月 20日署名提出行動で提出へ 

② 2021年版署名について 

 全労連、民医連、社保協 3 者連名署名を継続し協力を呼びかける。
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取り組み方も含め各県社保協との意見交換も必要。 

(昨年、兵庫県社保協からの意見の紹介) 

※介護保険の根本的な問題の改善を指摘し、「保険料、利用料の減免」「国庫負担

増」の 2 点を求めるシンプルな署名にしてはどうかとの意見があります。 

 

3. 介護提言案 

① 2月 3日代表者会議、13日学習集会を起点に社保協内で 4月末までに意

見を募集している 

② 今後：7月開催予定の中央社保協総会にて確定 

③ 各ブロックへは、3月～4月各ブロック会議で再度意見募集の意思統一 

 

4. 第 8期との関係で現時点での提起について 

① 保険料が下がる自治体、現状維持の自治体もあり、前回の第 7期での保

険料改定で「値上げしすぎた」自治体には、準備金にため込むのではな

く保険料の値下げに使わせていくことが必要。 

② 厚労省は、3月に推計を出し、4月に全国の保険者の集約を行い、5月に

発表していく。中央社保協としても、厚労省に資料提出を求めていく。

各県社保協でも、把握していくことを提起する。 

 全国の事例で、トピックス的なところを発信していくこととする。 

 

5. 2021年度介護アクションの年間計画作成へ・・・4月部会で継続協議 

 

（４）生活保護改善の取り組み 

１.大阪地裁判決を受けて、「控訴するな」の厚労大臣宛て要請ＦＡＸが取り組ま

れています。控訴期限もあり、３月８日までの緊急の呼びかけです。すでに、メ

ール等で要請を送信しています。 

 

２.大阪に続き、北海道、福岡で判決が予定されており、地裁あての署名ならび

にいのちのとりでアクションの生活保護引き上げを求める署名の取り組みを強

化します。 

  大阪  ２月２２日判決  原告勝訴  

北海道 ３月２９日判決予定 

  福岡  ５月１２日判決予定 

  東京（はっさく） 年内に予定 
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３.生活保護基準引き上げ、生活保護申請「扶養照会」等についての厚労省要請

を、全生連等と共同して計画します。 

 

（５）共同行動推進の取り組み  

１.２５条共同行動実行委員会の取り組み 

２５条共同行動実行委員会は、１０日に実行委員会、２５日に事務局会議を開

催し、全世代型社会保障検討会議政策に対する「自助、共助、公助」論批判の共

同アピールを行うこととしました。 

秋にも予定される総選挙に向けて、社会保障拡充の世論を大きく巻き起こし

ていくことを目的に実施します。 

社保協加盟組織にアピールへの賛同を呼びかけます。 

 

２.アピールを推進し、「社会保障セミナー（仮）」等を企画し、学習運動を推進

します。 

① 学習動画等の配信を実行委員会ブログや団体ホームページへの掲載を予

定します。 

② 「求められる社会保障（仮）」について、実行委員会として検討し、稚気住

民に向けたわかりやすい呼びかけ（案）作成を検討します。 

③ 検討の過程で、社会保障セミナー等の学習企画を検討します。 

④ ２５日宣伝行動、学習会等の各地域への呼びかけと中央での定着化 

 

２.権利としての福祉を守る関係団体共同実行委員会の取り組み 

 福祉共同行動実行委員会は、２月９日の「社会保障・社会福祉」の学習会に続

いて、国会議員要請、各政党への公開質問状等を計画しており、共同して取り組

みます。（実行委員会議題、要請書参照） 

 

（６）宣伝行動等について、 

① 行動集中ゾーン（１３-１５日、２３-２５日）を掲げて、行動を提起する。 

② 「４の日」宣伝 ※緊急事態宣言の下では、中止とします 

 ３月１４日は、コロナ感染の終息が見通せない中今回は中止 

③ 「７５歳以上患者負担２倍化阻止！３・２５新宿東口アルタ前ビッグスタ

ンディング」行動 

 日時：3月 25日(木)12時 30分～13時 30分 

 場所：新宿東口、アルタ前 
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 主催：高齢期運動連絡会(全国と東京)、年金者組合、保団連、中央

社保協 

※２５条共同行動宣伝は、この宣伝行動に結集して取り組む。 

④ 消費税廃止各界連宣伝行動（毎月２４日予定）に結集します。 

    

（７）その他 

 ①滞納処分対策全国会議「滞納処分対策Ｑ＆Ａパンフ（増補改訂版）」の普及 

について、引き続き呼びかけを強めます。 

 各団体から中央社保協への注文は、200部となっている。 

  

②当面の日程 

３月   ３日（水） 中央社保協第５回運営委員会 

  ４日（木） いのち署名提出国会行動 

    ５日（金） デジタル庁関連法案反対学習院内集会 

   １０日（水） ７５歳以上窓口負担２割化反対緊急記者会見 

          定例国会行動 

   １１日（木） 北海道・東北ブロック会議 

   １２日（金） 重税反対統一行動 

   １４日（日） 「４」の日宣伝（中止） 

   １６日（火） 健康保険法一部改正案厚労省レクチャー 

１８日（木） ７５歳以上二割負担化反対署名提出院内集会、議員要請 

       厚労大臣申し入れ 

   ２４日（水） 定例国会行動 

   ２５日（木） 「７５歳以上患者負担２倍化阻止！３・２５新宿東口アル 

タ前ビッグスタンディング」行動 

          北信越ブロック会議 

 

◆次回日程 

・日時 4月 7日(水)13時 30分～17時 

・場所 日本医療労働会館 2階＋Web会議 



都は独法化に必要な提案を出せず・・・ 

引き続き、都立・公社病院の地方独立行政法人化中止と 

新型コロナ対策の強化を求めていきます 
 
                           2021 年 2 月 25 日 

                 人権としての医療・介護東京実行委員会 

 
私たちが３万５千余筆の署名を添えて提出した「都立・公社病院の地方独立行

政法人化を中止し、医療サービスの充実を求める」請願の審査が２月１６日、東

京都議会厚生委員会において行われ、日本共産党委員のみの賛成少数で不採択

となりました。 
 
この１年間、新型コロナウイルス感染症に都民が極めて厳しい対応を迫られ、

さらにその強化・継続が求められる中で、新型コロナ専門対応で重要な役割を果

たしている都立・公社病院の独立行政法人化の中止、ＰＣＲ等の検査体制の強化、

保健所増設や保健師増員、経営難にあえぐ医療機関への抜本的財政支援などの

各請願項目は、短期間に多くの署名が寄せられ、引き続き寄せられていることか

らも都民の切実な願いであったことは明らかです。 
しかしこの委員会で請願を採択すべきと主張したのは、日本共産党委員のみ

でした。他の会派委員が、採択できない理由を表明もしなかったことは、コロナ

禍にあえぐ多くの都民の願いに向き合わない態度と受け止めざるを得ません。 
 
委員会質疑でも明らかになったように、独法化の最初の手続きである「独立行

政法人定款」を都側が今定例都議会に提案できなかったことは、この間の「独法

化するな」という都民の運動と世論の高まりの反映です。さらに、採算重視を余

儀なくされる独立行政法人の運営では、行政と直結し、不採算の行政的医療を担

う都立・公社病院だから
．．．

こそ
．．

の役割を果たせなくなることが、コロナ禍で一層鮮

明になったからです。 
 
東京都は、今定例都議会に昨年度の６倍、３９億円を予算計上し、着々と独法

化を推進しようとしています。この間東京都が、保健所や都立病院を半減させて

きた結果、コロナ禍を一層深刻なものにしている現状の轍を踏まないよう、私た

ちは引き続き、新型コロナ対策の強化と都立・公社病院独法化の中止を求め、よ

り多くの都議、都民の賛同を得られるよう奮闘していきます。 
 

以上 



      



東京都政策企画局計画部計画課 宛 

『未来の東京』戦略（案）への意見 

 

＊案の全ページに数が振ってないので、ページ数はブラウザ上で PDF 版を開いた時に表示される数である。 

●8～13 ページ 

 「感染症の脅威」と「気候危機」に関連して述べられているが、それの端緒となり、危機を増大させてきた人

間の対応には全く触れられていない。新型コロナ感染症拡大や気候変動は、人間の自然破壊、大規模開発にも発

端があり、新型コロナで医療・介護崩壊に至ったり、都市型水害に見舞われているのは、この間に保健所を統廃

合し、感染症をも担う公的病院を統廃合してきたことや地面をコンクリートで埋め尽くし、超高層ビルを林立さ

せてきた結果ではないか。公衆衛生、医療、都市開発における行政の役割がどうであったのかを顧みずに、危機

だけを取り上げた記載は行政を担う東京都としてどうなのか？全く無謬であったことを言いたいのか？過去の

過ちに学び、ビジョンや戦略を作成しないと「未来の東京を切り拓く」ことはできない。「持続可能性」や「渋沢

栄一や後藤新平をはじめとする先人たちの精神を受け継ぐ」ことは出来ない。 

 以上の点から、これまでの東京都行政の在り方を顧みながらの観点を含めた記載に変更するべきと考える。 

●113 ページ 

 医療提供体制等の確保と保健所の取組強化の一覧で、感染状況に応じた入院病床の確保で「･･･都立・公社病

院･･･」と記載が複数あるが、次に述べる 201 ページの記載との関連で整合性や実現性があるのか？疑問。保健

所における防疫対策等の取組強化で、人的・物的支援策ばかりではなく、多摩地域に保健所を増設することを明

記すべきではないか。 

●201 ページ 

都立・公社病院改革プロジェクトが掲げられ、３か年のアクションプランが記載されている。以下の点で特に

地方独立行政法人への移行について年次計画とともに記載を削除もしくは変更すべきである。 

都立・公社病院改革については、新型コロナ禍の中で現状に鑑み再検討が必要あり、コロナ禍以前に検討され

てきた内容・日程で進めるべきではない。 

本戦略は「新型コロナとの闘いを通じて浮き彫りとなった課題を踏まえ､･･･ビジョンをバージョンアップ」し

たと記載されているが、それが病院改革について行われていないか不十分であることは、現状と課題に感染症に

ついて触れられていないことや 175 ページの 7 の項目に一文言がないことからも読み取れる。 

都内で新型コロナ感染症に率先して対応したのは都立・公社病院であった。そして、現時点でも両病院でコロ

ナ対応病床を確保し、都内で重要な役割を果たしている。１月に新たに都立・公社３病院を都知事指令の下に急

遽コロナ専門病院としたが、ここに記載されているように地方独立行政法人ではこうした対応が指令一下、短時

間できるのか？平時では需要多くない感染症指定病床確保し続けることができるのか？検討し、その結果を都民

に示し、その判断を仰ぐ必要である。それがないままに都民の財産のあり方を地方独立行政法人に変更するのは

許されない。 

●309 ページ 

島しょ地域での専門医療について記載されており、ここでは「都立病院・・・」との記載が見られるが、201 ペ

ージとの関連で、現在都立病院が担っている役割を地方独立行政法人が同規模・水準で担えるのか？担うことが

できるのか不明である。その点を明確に示す必要がある。201 ページとの関係だけでも運営主体が 2023 年度には

法人になると記載されているのであるから、ここに「都立病院」と記載するのは整合性に欠ける。 

上記 113，201 ページに関する記載した理由も含め、本案すべての都立・公社病院の地方独立行政法人への移

行に関する記載は削除もしくは変更すべきである。 

以上 
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2021.
3.4

立川相
互病院
社保組
織課

№95
①

民医労健生会支部が提出した「いのち署名」関連
の陳情に対し、3/3府中市議会厚生員会は「不採
択」。3/4立川市議会厚生産業委員会では「継続
審査」となり引き続き審議が行われます。

〇〇市議会議長
陳情者
住所 東京都立川市緑町4-4 立川北口薬局ビル1階
氏名 東京民医連労働組合健生会支部 執行委員長 加藤 徹

国民が安心して暮らせる社会の実現のために、次の事項につい
て国へ意見書を提出いただけますよう陳情します。

【陳情項目】 ❶ 今後も発生が予想される新たな感染症拡大など
の事態にも対応できるよう、医療、介護、福祉に十分な財源確保
を行うこと。 ❷ 公立公的病院の統合再編や地域医療構想を見直
し、地域の声を踏まえた医療体制の充実を図ること。 ❸ 安全・
安心の医療・介護提供体制を確保するため、医師・看護師・医療
技術職・介護職等を大幅に増員すること。 ❹ 保健所の増設・保
健師等の増員など公衆衛生行政の拡充を図ること。ウイルス研究、
検査・検疫体制などを強化・拡充すること。 ❺ 社会保障に関わ
る国民負担軽減を図ること。

今後の「趣旨説明」日程

3/17国立市議会・3/19昭島市議会

午前10時、立川市議会厚生産業委員会(委員7
人)が開会。「趣旨説明」許可を確認後、民医労
健生会支部の力久書記次長が医療機関や働く職
員の実態などを訴え「国への意見書」提出を求
めました。

審議では、若木さなえ市議(共産)、永元すま
子市議(共産)から陳情者、市執行部へ質問が行
われ「継続」となりました。

立相社保組織課巣内が傍聴しましたので、第
一報を報告します。

2021.
3.18
立川相
互病院
社保組
織課

№101

「いのち署名」の陳情は、3/17国立市議会福祉保険委員会で項

目❺以外「採択」されました。国立市長から「陳情項目❷医療構想
は行政分野を超えるので判断できない」が、「❶❸❹は市長会とし
ても要望している」「❺はだれでも望んでいる」と発言がありました。

陳情者
住所 東京都立川市緑町4-4 立川北口薬局ビル1階
氏名 東京民医連労働組合健生会支部 執行委員長

加藤 徹
国民が安心して暮らせる社会の実現のために、次の

事項について国へ意見書を提出いただけますよう陳情
します。
【陳情項目】 ❶ 今後も発生が予想される新たな感染
症拡大などの事態にも対応できるよう、医療、介護、
福祉に十分な財源確保を行うこと。 ❷ 公立公的病院
の統合再編や地域医療構想を見直し、地域の声を踏ま
えた医療体制の充実を図ること。 ❸ 安全・安心の医
療・介護提供体制を確保するため、医師・看護師・医
療技術職・介護職等を大幅に増員すること。 ❹ 保健
所の増設・保健師等の増員など公衆衛生行政の拡充を
図ること。ウイルス研究、検査・検疫体制などを強
化・拡充すること。 ❺ 社会保障に関わる国民負担軽
減を図ること。

午前10時、国立市議会福祉保険委員会(委員7人)開会。民医労健生
会支部・力久書記次長が趣旨説明し「国への意見書」提出を求めま
した。委員の市議7人全員が質問し1時間30分と長時間の審議となり
ましたが「陳情は患者・地域の声だ」「ｺﾛﾅ以前から脆弱だった医
療の経営や体制に向き合うべき」など意見が出されました。質問に
対し陳情者、健康づくり課長や健康福祉部長、市長が発言しました。

採択〇 不採択✕ 副委員長 委員長

請
願
事
項

高柳貴美代

自由民主党

重松朋宏

社民・ﾈｯﾄ・緑と風

石井めぐみ

新しい議会

上村和子

こぶしの木

望月健一

みらいのくにたち

柏木洋志

日本共産党

青木淳子

公明党

❶ ✕ 〇 〇 〇 〇 〇

❷ ✕ 〇 ✕ 〇 〇 〇

❸ ✕ 〇 ✕ 〇 〇 〇

❹ ✕ 〇 ✕ 〇 〇 〇

❺ ✕ 〇 ✕ 〇 ✕ 〇 ✕

❺は採択・不採択同数の為、委員長が「不採択」に加わり結果、「不採択」となった。

健生会職員が調べた国立市民の通院状況も委員会に出され、採択への力となりました。通院全体に占める
国立市民は谷保診93～98％、ふれあいｸﾘﾆｯｸ12～13％、立川相互病院5％・救急は7％。これにより市民
が頼りにしている医療機関・医療従事者からの陳情であることが確認されました。
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「介護保険制度の抜本改革提言(案)」 

 

2020 年 12月 2 日 

中央社会保障推進協議会 

運営委員会 

 

本提言案の構成 

1. はじめに 

2. 施行 20年を経過した介護保険制度の問題点 

3. 介護保険制度の抜本的改革提言(案) 

(1) 介護保険制度の「抜本改革」案－本来の社会保険への転換をめざす制度の「再設計」  

(2) 当面の「緊急改善」案－現状の困難を打開するとともに、さらなる制度の後退を許さない 

4. おわりに 

 

1. はじめに 

新型コロナウイルス感染の拡大で「日本の社会保障制度の脆さ」があきらかになりました。医療施

設と共に、介護分野でも高齢者施設でクラスターが発生し、感染しても入院できない、またデイサー

ビスやショートステイが休止・縮小されて通えなくなるなど、多くの問題が明るみになりました。ひ

たすら効率だけを追い求め、社会保障への公費負担を切り詰め、介護保険制度改悪して国民負担を強

いてきた結果がこれです。そして新しく誕生した菅内閣は、「自助」を前面に公的責任を放棄し「自分

のことは自分」でやれと国民に強いています。 

2000 年介護保険制度は「介護の社会化」を掲げて導入されました。介護心中・介護殺人、介護離

職、認知症での家庭崩壊など介護をめぐる厳しい現実が改善されるとの期待する声が多くありまし

た。私たちは、高齢になっても一人ひとりが人間らしく豊かに、そして何よりも尊厳をもって暮らし

ていくことを期待していました。しかし、現実はその国民の期待に応えるものとなっていないのでは

ないでしょうか。介護を必要とする誰もが必要な公的介護サービスを自由に選択できるはずだった介

護保険の当初の理念は、忘却の彼方となっているのではないでしょうか。介護保険施行後 20 年を経た

今、もう一度、目指した「介護の社会化」とは何だったのか問い直したいと思います。 

介護保険制度は、高齢化社会を支え、高齢者とその家族、地域の暮らしを豊かにする社会保障制度

でなければなりません。憲法が規定する健康権を実現し、健康で文化的な生活を実現するための制度

としての機能を取り戻さなければなりません。私たちは介護改善運動を大いに広げ、世論を呼び起こ

し、政府の姿勢・施策を変えていくためにこの「介護保険制度の抜本改革提言(案)」を提起します。   

20年を過ぎた介護保険制度の問題点、その抜本的な改革の方向性について私たちの考え方を示して

いますが、高齢者の皆さん、介護の当事者の皆さん、介護従事者・事業者、そして多くの国民・市
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民、介護保険や社会福祉に携わる行政の方々等とともにさらに意見交換し本提言案の内容を深化させ

ていきたいと思います。手を携え、国民の願う真の「介護の社会化」を実現していきましょう。 

 

2. 施行 20年を経過した介護保険制度の問題点 

 

現状の介護保険制度は、憲法で保障された「健康で文化的な」介護の制度とはとは大きく乖離をし

ています。高齢者が日々暮らしていく上で欠かせない介護サービスが充たされていないこと、そして

個々人の負担能力を超えた負担が強制されることにより十分な介護サービスを受けることができない

制度になっています。その底流にある日本社会の思想には、介護をはじめとしたケア労働の専門性を

認めず、女性が担当する仕事、子育てや家事をしながらできるものとの見方が根強くあります。そう

した中、専門職でなくても良い、社会の維持に必要不可欠な仕事であるにも関わらず、低賃金で恒常

的な人手不足をもたらしたまま介護職の地位を低くみる傾向があり、制度が形つくられてきているこ

とを重要視する必要があります。 

 

 第 1 の問題点は、高すぎる保険料、利用料負担の問題です。当初は国民の反発を抑えるために低く

抑えたものの、3年に一度の「介護保険事業計画」見直しごとに上がり続けています。現在、全国平均

でも基準保険料 5,869 円(月額)と高くなっていますが、政府はこれまで利用サービスを抑制つつ、保険

料を上げる改悪を進めてきました。多くの利用者は、介護保険料が天引きされ残りの年金でどれだけ

の「利用料」を負担できるか心配しながらサービスを利用することになります。また、特別養護老人

ホームなどの施設では、低所得者の利用料負担を低減する「補足給付」の制度も、適用要件が厳しく

なり負担が増してきています。今後、利用料負担を 1 割から原則 2 割にしていくことも企図されてい

ます。 

 第 2 に、利用するサービスが制限され自由に選択ができなくなってきています。「要介護認定」によ

り、利用者自身・その家族が必要とするサービスが受けれないとの悩みがあります。特別養護老人ホ

ームは、「要介護 3」以上でないと原則入所できない、訪問介護サービスの時間が短縮され生活援助の

利用回数の上限が設定される、2017 年からは「介護予防・日常生活支援事業(総合事業)」が全国的に

開始され「要支援 1、2」の方々のデイサービスや訪問介護はボランティアへ移行していく、さらに

2020 年には、総合事業の対象を「要介護認定者」全体に広げることを打ち出しました。認知症の方の

要介護認定が低く出る傾向があり、家族が必要だと思うサービス量とのギャップがあります。政府・

厚労省は、より重度の高齢者に介護サービスの利用を重点化するとして、比較的軽度の方々のサービ

ス利用を抑制し効率化を図っていく考えと説明していますが、「介護保険は使えなくなる」との危惧が

広がっています。そして、65 歳で障害者が要介護認定に申請をしないことを理由に障害福祉サービス

の更新を却下する問題があるとともに、中軽度の障害福祉サービスから外されていく問題も重要視し

ていく必要があります。 
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 第 3 に、介護サービスを提供する介護事業所は、介護報酬が低く固定化され、事業所運営が厳しい

状況になっています。特に、過去最大級のマイナス改定となった 2015 年介護報酬改定の影響は大き

く、倒産に至る介護事業所が急増しました。「基本報酬」に加えて条件を満たせば「加算」（上乗せ）

されますが、満たせない場合「減算」（減らされる）制度が強められてきています。小規模事業所では

その影響は大きく、地域に根づいて利用者を支えてきた訪問介護やデイサービスなどの事業所の存続

が非常に難しくなっています。 

第 4に、介護労働者の高齢年齢化が進み、今後介護労働者がさらに不足していくことが懸念されて

います。根本的問題は賃金が低く抑えられていて、介護労働者の賃金は全産業労働者の平均賃金より

月額 9 万円も低いとの統計があり、このことが介護現場での「人手不足」「採用が困難」の最大の原因

ともなっています。また、人員配置基準によって各施設の介護体制が定まりますが、法定の基準では

十分な介護ができない現実があります。若い皆さんが希望をもって働けない職場に未来はありませ

ん。外国人労働者の活用を政府は企図していますが、「2025 年度末までに約 55 万人、年間 6万人程度

の介護人材を確保する必要がある」との厚生労働省の予測にこのままでは対応できる見通しが立って

いません。新型コロナウイルス感染でのデイサービスなどの自粛の背景にはこうした実情もあるので

す。 

第 5に、重要な問題として、「自立」理念がすりかえられたことがあげられます。必要なサービスを

利用しながらその人らしく生活していくという意味合いの「自立」ではなく、「自立＝サービスがいら

ない状態」とされました。そのことにより「尊厳の保持」抜きの「自立支援」（介護保険からの“卒業”

の強制）が横行しており、総合事業をはじめ、軽度給付の縮小・切り捨てを加速させる流れがつくら

れています。そしてそれを推し進めていくためにも、財政インセンティブの導入です。2017年法「改

正」で、「自立支援」等に成果を挙げた自治体に「成績」に応じて交付金を傾斜配分する「保険者機能

強化推進交付金制度」が創設されてきました。給付の抑制に自治体を駆り立て、競わせる仕組みであ

り、保険者機能自体を大きく歪めるものです。 

 

 さらに、現在議論が進められている全世代型社会保障改革は、「働き方も含めた改革を正にパッケー

ジ」として行い、年金、医療、介護、働き方など各制度全般にわたって改悪し、全世代に「負担増と

給付の削減」を強いるものです。高齢者をターゲットに負担増を迫り、高齢者の負担増をてこに「現

役世代」にも負担増を迫る、そして全世代に社会保障の給付を削減していく「全世代型」の社会保障

改悪です。今後引き続き、利用する介護サービスは縮小され、介護保険料は引き上げられ続けるとい

うまさに「保険あって介護なし」の改悪が強められていきます。 

2020 年の新型コロナウイルス感染拡大は、経営難、人手不足で疲弊しきっていた介護事業所、介護

従事者を直撃しています。マスク、ガウンなどの物資の不足、根本的には日常的にも不足していた厳

しい職員体制の中、職員は「いつ感染するか」「感染させてしまわないか」という強い不安と緊張を抱

きながら介護にあたり、利用者も不安な日々を送っています。コロナ禍を経験し、政府の介護施策の
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脆弱性、弱体化が浮き彫りなった今こそ、もう一度原点に立ち返り、抜本的な改革の方向性をご一緒

に探っていきたいと考えます。 

 

3. 介護保険制度の改革提言案 

 

(1)介護保険制度の「抜本改革」案－本来の社会保険への転換をめざす制度の「再設計」      

 

 介護保険制度は、「介護の社会化」という大きな期待を背負いつつも、利用者（受益者）負担、保険給付の上限設

定（支給限度額）をはじめ、出来るだけサービスの利用を抑え込む仕組みを組み込んで創設されました。施行後は、

政府による相次ぐ制度の見直しによって、利用者負担は引き上げられ、サービスは削られ、事業所に支払われる介護

報酬は低く抑え込まれる一方、介護保険料は右肩上がりに上昇を続けています。 

 こうした経過の中で利用者や介護現場での様々な困難が広がっており、さらに介護保険自体が、①「保険あって介

護なし」という制度の機能不全、②打開を見通せない深刻な介護の担い手不足、③保険料の支払い困難がまねく財

政破綻－という危機的な状況に直面しています。 

 高齢化の進展に伴い、介護の需要は今後いっそう増大していきます。いま必要なのは、創設時に立ち返った介護

保険制度の立て直し＝「再設計」です。憲法 25条を土台にすえ、介護が必要な時に必要なサービスが保障される「必

要充足の原則」を貫いた「本来の社会保険」へと転換させることが必要です。そのためには、利用者・事業所の直接契

約に基づくサービス費補償方式（現金給付）から、国、自治体が介護保障に最終責任をもつ現物給付方式に切り替

えることが不可欠です。その裏付けとなる財政措置の強化（保険財政に対する国庫負担割合を大幅に増やす、介護

保険財政とは別立てで公費を大胆に投入する）も必要です。 

 

（１） 給付と負担のあり方に関わること 

① 介護保険料について 

○ 逆進的な定額負担ではなく、所得に応じた定率負担制に切り替える。市町村民税非課税者から保険料を徴収しない 

○ 年金天引き制度（特別徴収）、未納者・滞納者に対する制裁措置を廃止する 

○ 介護保険料の減免制度を法定化する 

 

② 利用者負担について 

○ 利用料は廃止する 

○ ホテルコスト（居住費・食費）については、施設への入所やサービス利用に支障を来さないよう必要な補償を行う 

 

③ サービス利用の仕組みについて 

○ 現行の要介護認定制度は廃止する。要支援・要介護度ごとに設定された保険給付の上限（区分支給限度額）は撤廃

し、利用者の介護の実態に見合った給付内容を保障する 

○ 利用するサービスの内容については、ケアマネジャーの裁量を高め、ケアマネジャーと本人、家族が協議して決定す

ることを基本とする仕組みに改める。その際、市町村は必要十分なサービスを確保できるよう責任を果たす 

 

④ 給付の体系について 
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○ 訪問看護、リハビリテーション等の医療系サービス、施設での医療提供については医療保険に戻す 

○ マネジメント業務（「公平・中立」が要請される居宅介護支援、介護保険対応にとどまらない役割をもつ地域包括支

援センター）は、介護保険から切り離し一般財源化を図る 

○ 一般介護予防事業は、介護保険から切り離し保健事業に移す 

 

（２） サービス提供のあり方に関わること 

① 介護報酬について 

○ 介護報酬をサービス利用の対価ではなく、「介護の質の維持・向上」「経営の安定性・継続性の担保」「働き続けられ

る労働環境の確保・維持」「感染症・自然災害等への適切な対処」等が可能となるよう、人件費をはじめとする必要経

費の補償を行う考え方に改める 

○ 基本報酬の底上げを図る。その上で、加算については政策誘導の手段ではなく、事業所の特徴的な取り組みを評

価する内容に改める 

○ 改定に際しては介護事業所の経営実態を適切に反映させる 

 

② 介護従事者の処遇改善・職員確保について 

○ 介護の公共性をふまえ、すべての介護従事者の賃金をその専門性にふさわしい水準を確立し引き上げる 

 

○ 行き届いたケアの実現、ケアの質の向上、実務負担の軽減、感染症・自然災害等の備え等が可能となるよう、現行

の人員配置基準を大幅に引き上げる 

○ 正規雇用を基本に、実効性のある職員確保対策を講じる。常勤換算方式は廃止する 

○ 養成施設に対する支援を強化する 

 

③ 介護サービス基盤整備に関して 

○ 特養建設等に対する助成制度の復活、民間事業所の参入が困難な地域における市町村直営事業への支援な

ど、介護サービス基盤整備に対する国の財政支援を抜本的に強化する 

○ 地域の実情に応じ、感染症・自然災害を想定した緊急時の介護サービスの提供支援体制を構築する 

○ 多様な事業者によって介護サービスが提供されることを前提に、介護の公共性が確保される仕組みをつくる 

 

（３） 制度理念について 

○ 「自立」の理念について、「介護サービスが要らない状態」ではなく、「必要な介護サービスを利用しながら、その人

らしく生活すること」に改める 

 

（４） 財政運営・保険者のあり方について 

○ 介護保険料と給付費が直接連動しないよう、財政運営や保険者のあり方を抜本的に見直す 

 

（５） 国・自治体（保険者）のサービス保障責任について 

○ 利用者・事業者の個別契約に基づくサービス費補償方式（現金給付）から現物給付方式に切り替え、国・自治体

（保険者）が介護サービス保障に最終責任を負う制度に転換する ※。 
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※＜解説：サービス費補償方式（現金給付）と現物給付方式＞ 

  個別契約に基づくサービス費補償方式（現金給付）か、現物給付方式かの問題は制度の根幹に関わる問題です。 

  医療保険では、保険者（健保組合など）が医療機関を通して医療を患者に現物として提供します。それに対して介護保険は、利

用者と事業所との契約に基いて、保険者（市町村）がサービス利用に必要な費用の 9 割分（利用料 1 割負担の場合）を利用者に

直接支給します（介護保険法 41条等）。利用者は 9 割分の費用に残り 1 割分の利用料を加えて事業者に支払うことでサービスの

提供を受ける（「購入する」）ことになります。ただし煩雑さを回避するために、実際はそのサービス費用を介護報酬というかたちに

変えて事業者が受領します（代理受領）。 

  つまり利用者と事業所との関係では、利用者は費用の対価として現物のサービス（訪問介護など）を受け取る形になりますが、保

険制度のもっとも基本な関係となる保険者（＝市町村）と被保険者（＝利用者）との間では、サービス費用の授受（現金給付）の関

係になることがポイントです。 

  そのため保険者である市町村は、介護サービス費用を支給する責任は負うものの、そのサービス費が必要十分な水準か、その

サービス費を使って利用者が必要なサービスを利用できているのかにまで関知する必要はありません。この点に現在の介護保険

が公的責任の度合いが薄く、「必要充足」原則から乖離した制度となっている根本的な原因があります。 

保険給付の上限が金額として自在に設定可能なのも（区分支給限度額）、介護職員の処遇改善部分を報酬上加算として切り分け

られるのも（処遇改善加算）、医療保険と異なり、サービス費を支給する方式（現金給付）だからです。 

 同じ社会保険でありながら、必要な医療（医師や看護師などの人件費をふくめて）が丸ごと提供される現物給付の医療保険と大

きな違いがあります。 

 

（6）関連する制度の見直しについて 

○ 様々な事情で介護保険の利用に困難を抱える高齢者への対応や、介護保険給付ではカバーできない支援を可

能とするために、公費による高齢者福祉制度（現行老人福祉法）の拡充を図る 

○ 「介護保険 65歳優先原則」を規定した現行障害者総合支援法第 7条を廃止する 

 

 

 (2)当面の「緊急改善」案－現状の困難を打開するとともに、さらなる制度の後退を許さない    

 

 当面の課題は、利用者、事業所、介護従事者が現状で抱えている困難を早急に打開するための制度の緊急改善

をはかることです。これまで政府が進めてきた給付削減・負担増の制度見直しは利用者・家族に深刻な介護困難・生

活困難をもたらしています。重い利用料負担のため必要な介護サービスの利用を断念するケースはあとをたちませ

ん。家族の介護を理由に仕事を辞めざるを得ない「介護離職」は毎年 10 万人前後で推移しています。「介護心中・介

護殺人」と称される痛ましい事件もたびたび報じられています。高齢者の生活を支える介護事業では、厳しい経営難

と深刻な人手不足が続いています。 

 また、強い反対の声を前に先送りとなった「ケアプランの有料化」「要介護１、２の訪問介護等の地域支援事業への

移行」などの見直し案は、3 年後の「改正」において「引き続き検討する」とされています。これ以上制度を後退させるこ

とは絶対に許すことはできません。 

 

（１） 介護保険制度の緊急改善 
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① 費用負担について   

○ 利用料の 2割負担、3割負担を 1割に戻す。低所得者を対象とした利用料の減免措置を講じる 

○ 補足給付（低所得者＝市町村民税非課税者を対象とした施設等の入居費・食費の負担軽減制度）の「資産要件」

「配偶者要件」を撤廃する。認知症グループホーム、特定施設に対象を拡大する。2021年 8月から実施が予定されて

いる補足給付の新たな見直し（食費の引き上げなど）の実施をとりやめる 

○ 公費を投入して介護保険料を引き下げる 

 

② 認定システム、保険給付の上限について 

○ 軽度に判定されやすい認知症など、個々の状態が正確に反映されるよう認定システムの大幅な改善を図る 

○ 区分支給限度額を大幅に引き上げる 

 

③ 給付、サービス基盤の整備について 

○ 総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）の「従前相当サービス」を保険給付（現行予防給付）に戻すこと。要

介護者（要介護１～５）に対象を広げる「弾力化」は撤回する 

○ 特養の入所対象を要介護１以上に戻す 

○ 生活援助を「一定回数以上」利用する場合のケアプランの届出制を廃止する 

○ 福祉用具貸与について、貸与価格の上限設定をとりやめる 

○ 特養などの施設建設や地域密着型サービスの整備に対する財政支援を強める 

 

④ 介護報酬について 

○ 介護報酬の土台となる基本サービス費（基本報酬）の大幅な底上げを図る 

○ 新型コロナウイルス感染症に伴う新たな事業環境（「密」の回避など）にふさわしい報酬・諸基準に見直す 

○ 改定に際しては小規模事業所などの経営実態を適切に反映させる 

○ サービス利用に支障が生じないよう、利用料の負担を軽減させる措置を講じる 

 

⑤ 介護保険財政について 

○ 以上の制度改善、高齢者の介護保険料負担の軽減を実現するために、保険財政における国庫負担割合を大幅に

引き上げる（当面 5割まで引き上げる） 

 

（２） 介護従事者の処遇改善、働く環境の整備 

○ 介護施設・病院等の就業場所や職種を問わず、すべて介護従事者の給与を少なくとも全産業平均水準まで引き

上げる。その財源は消費税以外の国費で賄う 

○ 介護従事者を大幅に増やす。介護ロボット、ＩＣＴの導入による人員配置基準の緩和・削減を行わない 

 

（３） 保険者機能に関すること 

○ 介護給付費の削減を目的にした「適正化」事業を廃止する 

○ 保険者を給付の抑制に駆り立て、競わせる保険者機能強化推進交付金制度、保険者努力支援制度など財政インセ

ンティブ政策を廃止する 
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○ すべての自治体に介護・福祉行政を担う専門職を配置する 

 

（４） 新型コロナウイルス感染症への対応－現状の困難の打開と今後の備え 

○ 衛生用品・防護具の安定的な供給、介護従事者・利用者・家族に対する必要なＰＣＲ検査の迅速な実施、介護従

事者への支援など、新型コロナウイルス感染症に対する対策を強化する 

○ 介護事業所での感染対策に伴うかかり増し費用、利用控えによる減収分を公費で補填する 

 

（５） これ以上の制度の後退を許さない～次期の見直し（２０２３年法「改正」）に向けて 

（以下の見直し案を検討・実施に移さない） 

＊ 被保険者・受給者範囲の見直し（被保険者の年齢を 30歳以上に引き下げ） 

＊ ケアプランの有料化 

＊ 要介護１、２の生活援助、通所介護等の地域支援事業への移行 

＊ 多床室の室料負担の拡大（老健、介護療養、介護医療院の多床室での居住費徴収） 

＊ 補足給付の資産要件拡大（預貯金だけではなく、固定資産税の申告に基づく不動産の評価を追加） 

＊ 現役並み所得、一定以上所得の判断基準の見直し（利用料 2割、3割の対象拡大） 

 

4. さいごに 

介護保険法が１９９７年１２月に成立し、２０００年４月からの実施を前にして関係者や国民から

不安や負担増を懸念する声が上がり、見直しを求める運動は粘り強く広がってきました。中央社保協

は当初から介護保険の持つ問題点を具体的に明らかにしながら、対政府・国会に対する運動と各自治

体に対する改善要求の取り組みをすすめてきました。 

介護保険開始以降この 20 年の中で、そしてこの間のコロナ禍を通じて介護保険制度の脆弱性がいよ

いよ明確になってきました。2020 年秋、厚生労働省は省令改正で総合事業を要介護認定者全体に広げ

ようとしています。「介護保険からの卒業」そして「介護保険は使わせない」流れが強化されているも

のと感じます。もう黙ってはいられない！そんな思いを持たれているのではないでしょうか。 

政府は、これまで介護を必要とする高齢者をはじめ私たち国民の実態や意見にどれだけ向き合って

きたでしょうか。介護保険制度の持続可能性を口実に、国民の介護や暮らしの持続性は後景に追いや

り介護保険を解体してきました。当事者である高齢者自身が声を上げるのには困難も多く、また介護

する家族の多くも一人で介護を背負い込み孤立しています。介護改善運動に取り組む諸団体、介護事

業者など力を合わせて、当事者の皆さんとともに世論作りと政府への働きかけを強めていきたいと考

えています。 

2020 年 9 月に発足した菅内閣がさらに進めようとしている「自助・共助・公助、そして絆」の社会

は、自助を基本とする自己責任の社会であり、社会保障・社会福祉に対する政府の責任を放棄する社

会でもあります。介護保険制度においても「自立」「介護保険からの卒業」が強制される社会へさらに

突き進んでいくことは、これまでの施策で明らかではないでしょうか。 
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「介護保険制度」で本当に国民が願う介護が実現するのか、との意見もあります。今回は現在の保

険制度を前提にその改革のための提言案を提案していますが、「高齢」といういわば「リスク」を抱え

た方々を主たる加入対象とする保険制度の「限界」についての指摘もあります。介護保険の根本的な

矛盾や本来求められる高齢者介護の制度的保障のあり方、改革の方向についても、今後議論し共有し

合うことが大切になっていると考えます。そして、改革のための財源についても、議論を深め一致点

をつくることが必要です。 

私たちは、日本国憲法の目指している権利としての介護保障、権利としての社会保障の実現へむけ

てご一緒に考えていきたいと思います。そして、介護保険改善の運動においても広範な団体・個人の

皆さんと連携を広げ深めていくための一助になるよう、介護改善運動の「羅針盤」となるよう、ぜひ

この「介護保険制度の抜本改革提言(案)」について意見交換や議論で深めていただけますように呼びか

けます。 

 

以上 

















介護をよくする東京の会 

2021年度総会･学習会 
日時：２０２１年３月１３日（土） １３時半～１６時半(予定)開催 

場所：オンライン(ZOOM) ＆ 東京労働会館 4 階 東京自治労連会議室 

 

＜総会資料＞ 

第 11期活動まとめ案                      （１） 

第 11期会計報告          （５） 

第 12期活動方針案          （６） 

介護をよくする東京の会 ご賛同のお願い      （７） 

介護をよくする東京の会 申し合わせ事項      （８） 

＜参考資料＞ 

都知事選にあたっての公開質問状と回答       （９） 

介護事業所へ新型コロナ対応に関するアンケート実施報告   （１７） 

新型コロナウイルス感染症に係る介護現場からの緊急要請・報告 （２６） 

2020年介護・認知症なんでも電話相談の報告集       （２９） 

12月 26日 社会福祉法一部改定問題学習会 報告       （４１） 

 提出したパブリックコメント        （４２） 

・介護保険法施行規則の一部を改正する省令案 

・令和３年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等 

・第８期東京都高齢者保健福祉計画 

 中央社保協「介護保険制度の抜本改革提言（案）」       （４６） 



第１１期「介護をよくする東京の会」活動まとめ（案） 

                  ２０２１年３月１３日 

介護をよくする東京の会 総会 

 

（1）はじめに 

介護をよくする東京の会は、2020年 2月 29日に 2020年総会・学習会の開催を予定して

いましたが、新型コロナ感染症が拡大する状況の中で急遽開催を中止しました。その後、総

会で報告・論議・承認を得る予定であった「第 10期活動まとめ」「第 11期活動方針」「第

10期年度会計」について、事務局団体での持ち回り検討、新型コロナウイルス対策特別措

置法に基づく緊急事態宣言解除後の第 1回事務局会議で承認としました。第 11期は、新型

コロナ下において会議はもとより取り組みが、当初 3ヶ月ほど停滞する状況となりました。 

 

（２）介護保険制度をめぐる情勢 

第 11期は、介護保険制度施行 20年という節目の年でした。東京の介護保険料基準月額

は、3,056円から 5,911円と約 2倍に引き上げられてきました。その一方で、制度発足以

来、改悪が繰り返し強行され、保険給付の範囲が狭められてきました。さらに介護報酬がほ

とんど上がらず、経営難と人手不足で困難に直面している介護事業所をコロナ禍が直撃し、

国の対応策が後手後手であることと相まって、介護現場も要介護者とその家族も一層の不安

と困難に直面する事となりました。 

「全世代型社会保障検討会議」で提示された、介護保険給付から要介護２までの生活援助

はずし、ケアプラン作成の有料化などはこの間の私たちの運動で強行を許さなかったもの

の、補足給付のさらなる削減、高額利用料の切り下げは、改悪されてしまいました。同会議

はさらに第８期介護保険事業計画策定にむけて「予防推進」「財政インセンティブの強化」

「データによる介護の標準化」「ロボットやＩＣＴの活用による介護現場の生産性の向上」

「保険外サービスの活用」などを提言し、「産業としての介護」へさらに踏み出す方向を示

しました。 

コロナ下で有効求人倍率が低下するなか、介護職の有効求人倍率が全国平均で 3.88倍

（全職種平均 1倍）、とりわけ東京では 6.57倍（全職種平均 1.1倍）と異常な状態が継続

しています。そうした中で、介護事業所の倒産件数も過去最多であった 2019年の 111件

（全国）を上回り 11８件、新型コロナ感染拡大で経営悪化による関連倒産も 7件（東京商

工リサーチ調）となるなど、5年連続して倒産が 100件を上回りました。介護事業所の休廃

業・解散が 406件（2020年 1～10月）に達するなど、倒産以外でも市場から退出する事例

が過去最多ペースで推移しています。小規模事業者が人手不足などで破産や撤退することに

加え、新型コロナの影響が事業継続を一層厳しいものにしているのです。 

 

（３）第 11期の取り組み 

この様な状況の下、介護をよくする東京の会は、新型コロナ下での取り組みを当初は停止

せざるを得ませんでした。ようやく緊急事態宣言が解除されて、コロナ下での活動様式を少

しずつ探る中で、６月に 11期第１回事務局会議を開催することができました。 

コロナ下でサービスの利用を控えるなど通常のサービスを受けられない要介護者の状況、

防御資材を入手できず感染リスクにさらされながら働く介護従事者、利用者減で経営的にも



大打撃を受けている介護事業所の状況も報道や現場からの報告の中で、少しずつ明らかにな

ってきました。そうした状況を踏まえて、短い準備期間でしたが、新型コロナに対応する取

り組みとして次の３点を行いました。 

１）都知事候補者への質問状 

    ７月５日投票の東京都知事選挙が行われることから、新型コロナ対応及びとりわけ東

京で深刻な介護従事者確保について公開質問状を６月２０日に郵送で 6名の予定候補者

に送付し、返送があった３名（山本、小池、宇都宮候補）の回答を各団体で共有すると

ともにホームページやツイッターで公表しました。 

２）介護事業所へ新型コロナ対応に関するアンケートを実施 

感染拡大第２、３波にむけて、現時点で考えられる対応策を東京都に要請すること 

にしました。要請にあたっては、都内介護事業所の現状と要望を把握するためにアンケ

ートを実施することにしました。ただし、アンケート郵送の費用と手間がないため、都

の資料でＦＡＸ番号記載のある介護老人保健施設 203事業所から各自治体１カ所以上を

任意に選んで９５事業所へＦＡＸ送付し、加えて事務局団体に所属する介護事業所へ送

付してもらい、あわせて 404事業所へアンケートを送付しました。７月中旬に発送、８

月末締切とした結果、69介護事業所から回答が寄せられ、結果を集約して公表しまし

た。 

３）東京都へ「新型コロナウイルス感染症に係る介護現場からの緊急要請」を提出・懇談 

アンケートと同時に要請内容に賛同する事業所署名も募りました。要請にはアンケー

トに寄せられた内容とともに、厚労省が６月に、新型コロナによる介護事業所の減収補

填を利用者にも実質負担させるなど様々な問題点がある通知の発出（「新型コロナウイ

ルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第１２

報）」）に対する項目も加えました。９月９日に、132介護事業所から寄せられた署名

をそえて、会のメンバー７名で要請書提出を行い、対応した東京都保健福祉局の担当２

名とアンケート内容も含めて懇談を行いました。 

 

10月 30日の都民生活要求大運動実行委員会主催の対都要請行動では、介護をよくする東

京の会として例年通り介護分野の要求について項目を提起するとともに都担当部局の文書回

答に対して再質問を行い、介護施設や在宅介護でのコロナ感染対策の充実、介護職員の処遇

改善、介護職員の確保、介護事業所への運営費補助の充実を要請しました。都は在宅要介護

者の受け入れ事業の実施やＰＣＲ検査実施の検討は行うと回答、処遇改善は大都市で経費が

かさむので、国に要望はしているが、

独自に加算は困難と回答しました。 

 

  11月 11日には、10回目となった

中央社保協、認知症の人と家族の会主

催の「介護・認知症なんでも無料電話

相談」に協力し、相談員・事務局とし

て２２名が参加しました。当日は 24

都道府県が拠点を設置して取り組み、

新聞やネット、NHKやローカルテレ

ビ、ラジオで紹介されたことから相談
2020 年 11 月 25 日 介護署名提出国会行動 



が 44都道府県、271件寄せられました。うち東京の相談所では 9７件の電話の対応を行い、

その内 19件が都民から寄せられたものでした。７割が要介護者家族から、相談内容として

は、サービス内容や制度に関わるもので 75％を占め、コロナ禍関連が２割、認知症関連が

36％ありました。特にコロナ禍の影響で「状態が悪化」「面会ができない」「家族介護が限

界に迫り、家庭崩壊の瀬戸際」など、要介護者と家族も介護従事者も悲痛な毎日を送ってい

る実態が浮き彫りになりました。また、介護保険開始 20年を経過した今でも、介護保険利

用の申請方法が分からない、各種サービス利用の方法が分からないなど、アクセスが困難な

仕組みであることが依然として示されました。 

 

  第８期介護事業計画にむけた情報収集の中で、６月に成立し今年４月から施行される「社

会福祉法一部改定」の内容に「包括的相談支援事業」「介護保険特別会計から一般会計に繰

入」など多々問題点があるとの論議がされ、急遽 12月 26日に「社会福祉法一部改定問題学

習会」を会場とオンライン併用で開催しました。学習講師に安達智則東京自治体問題研究所

主任研究員、８期計画や各分野にどの様に改定内容が反映されるのかを掴むために、現場の

行政職員と議員にも報告をお願いしました。Ｗｅｂ会議ツールを使って初めての取り組みと

なり、52名（オンライン 32名＋会場 20名）が参加しました。 

  

その他、会として９月には「介護保険法施行規則の一部を改正する省令案」、２月には

「令和３年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等」、３月には「第８期東京都高齢者

保健福祉計画」に関する

意見募集についてパブリ

ックコメントを行いまし

た。 

また、介護をよくする

東京の会及び構成各団体

はともに、介護関連の国

会請願署名、国会議員要

請行動や院内集会、介護

ウエーブとしての宣伝・

署名行動、関連学習会・

集会への参加にも積極的

に取り組んできました。 

 

（４）活動日誌 

2020年 

2月 29日 13時半～16時 2019年度総会 ラパスホール 

･･･新型コロナ感染症対応のため中止 

＜事務局会議の定例日：毎月第 2水曜日 10時～、自治労連会議室＞ 

3月 11日 第１回事務局会議 ･･･新型コロナ感染症対応のため中止 

4月 08日 第２回事務局会議 ･･･新型コロナ感染症対応のため中止 

5月 13日 第３回事務局会議 ･･･新型コロナ感染症対応のため中止 

6月 10日 第１回事務局会議 

2020 年 11 月 14 日 介護運動月間 巣鴨駅前署名・宣伝 



7月 08日 第２回事務局会議 

8月 12日 第３回事務局会議 

9月 09日 10～11時 都知事宛緊急要請 （第４回事務局会議定例日を振替） 

  「新型コロナウイルス感染症に係る介護現場からの緊急要請」 

        ６名参加、日本共産党藤田都議同席 

      対応は、都福祉保健局 武田高齢社会対策部計画課長 

同部   大竹介護保険課長 

10月 14日 第４回事務局会議 

11月 01日 対都要請行動（都民生活要求大運動実行委員会） 介護要求で交渉 

11月 11日 10～18時 介護・認知症なんでも電話相談 ラパスホール 

         44都道府県、相談 271件（うち都内からは 19件） 

11月 14日 12～13時 介護アクション巣鴨駅前宣伝 

11月 18日 第５回事務局会議 

12月 09日 第６回事務局会議 

12月 26日 13時半～15時半 社会福祉法一部改定問題学習会 

         講師：安達智則 東京自治体問題研究所主任研究員 

         報告：「法改定による障碍者政策への影響」 二見清一（足立区職労） 

            「稲城市における第８期介護保険事業計画でのポイント」 

 山岸太一（稲城市議） 

2021年 

2月 10日 第７回事務局会議 

3月 10日 第８回事務局会議 

3月 13日 13時半～15時半 2020年度総会・学習会 自治労連会議室＆WEB 

講演「介護保険の根源的な矛盾と将来像に対する視点」 

芝田英昭 立教大学教授 

2021 年 2 月 17 日 介護署名国会提出行動 180,279 筆（累計 206,514 筆）提出 







消費税実施から 33年目となる４月１日を中心に 

「いますぐ、消費税を５％に引き下げよ」の大宣伝に打って出よう 
 

2021年 3月 10日 
消費税廃止中央各界連絡会 

 
消費税は 1989 年 4 月１日に 3％で導入されました。今年で実施から３３年目に入りま
す。消費税率 10％への増税とコロナ禍が国民に大きな打撃となる中、「いますぐ、消費税
を 5％に引き下げよ」の大宣伝に打って出ることを呼び掛けます。 
菅首相はコロナ禍で増加した赤字国債をまかなうため、国民への負担増について言及し

ています。コロナ復興を目的に消費税を 15％にする案が浮上していると週刊誌が報道する
事態です。コロナ禍で苦しむ多くの国民に鞭を打つ冷酷な姿勢を許すわけにはいきません。

コロナ禍でこそ、くらし、営業を守るために消費税は５％に減税すべきです。 
「消費税は公平な税制」とする租税教育が行われ、「社会保障のため」と喧伝されてきま

した。しかし、消費税は低所得者ほど負担が重くなる不公平な税制であり、社会保障制度

は改悪の連続です。 
消費税を増税する一方で、所得税や法人税は減税され続けてきました。大企業や大資産

家への優遇税制により、格差が拡大し、大企業の内部留保は 460兆円を超えています。「増
税と言えば消費税」という財務省の思考停止がそれを助長しています。 
不公平な税制を正せば、消費税を 5％に戻しても社会保障を良くするための財源は生ま
れます。 
「消費税を５％に引き下げよ」の大宣伝で世論を広げ、消費税減税を総選挙の争点に押

し上げましょう。 
世論と運動が政治を動かします。ここに確信を持ち、4 月 1 日を中心に、以下の行動に
取り組みましょう。 
 
１、消費税率 5％への減税を迫る大宣伝・署名行動に打って出ましょう。地域の状況に応
じて、スタンディング宣伝や宣伝カーによる音宣伝でアピールをしましょう。 

 
２、SNS を活用したオンラインデモを呼びかけます。SNS アカウントから共通のハッシ
ュタグ「＃4・1消費税下げろ」を付けて投稿し、消費税減税を求める世論の可視化をめ
ざしましょう。 

 
３、4 月 1 日を中心に地元国会議員や地方議員への要請・懇談を行い、地域の実情と併せ
て消費税減税の必要性を訴えましょう。 

 
◆行動の模様や反応などを中央各界連にお寄せください。 



2021年3月10日

2021年4月 の宣伝

4月の宣伝・行動計画について
（具体的に記入してください）

行動箇所

参加団体数

参加者総数

署名数

申し入れ数

採択自治体数

＊意見書を採択した自
治体名をお知らせ下さ

い。

政党・候補者への働きかけ

2021年4月28日(水）までに03－５６９２-5091（東商連）にＦＡＸしてください。

宣伝行動について

宣伝行動や議員要請など、取り組みの
状況。宣伝での対話の特徴。チラシな
どの受け取りや内容についての反応。
地域各界連再建強化の取り組みなど
（特に4月1日いっせい宣伝について具
体的に）

2021年1月以降の
自治体への請願・陳情

消費税廃止各界連絡会　行動報告用紙　

SNSでの投稿で反応について

（　　　　　　　　　　）各界連、または団体名



２０２１年３月２２日 

 

第７１回２０２０オリンピック・パラリンピックを考える都民の会運営委員会 

                            東京労働会館５Ｆ 東京地評会議室 

出席＝ 

    

１ ２月２２日の運営委員会以降のオリパラ都民の会活動とオリパラの動き 

  ３月１８日 開閉開式の演出統括の佐々木氏が辞任 

３月２５日 聖火リレースタート 

４月１日  土地投げ売り住民訴訟第１１回口頭弁論（13:30 103号法廷 証人尋問） 

４月８日  土地投げ売り住民訴訟第１２回口頭弁論（103号法廷 証人尋問 時間未定） 

６月２９日 大会出場選手選考期限 

  

 

２ IOCと組織委員会への面談の要請 

 ＊大会開催の中止があるのか  

 ＊組織委員会の回答を受けての面談 

 ＊大会予算 V５についての面談 

 ＊東京大会が開催できるのか。変異種のコロナウィルスの感染拡大など新たに感染症が出ている 

中で、中止のシミュレーションはされているのか。 

 ＊海外からの観戦者を入国させないで、オリンピックが成り立つのか。 

 

  

３ コロナ禍での大会開催について、オリパラ都民の会の声明の準備 

 ＊世界的にコロナ感染が拡大している中での開催には無理がある。コロナの収束あるいは確かな 

コントロールの方策がなければ、開催は難しく、東京都や組織委員会、IOCも含めて、国民に 

  明確な方策を示すべき。未だに、ただ開催あるのみというのは、世論に対して説明不足。 

  等々のメッセージを発する必要がある。 

＊森会長の差別発言で、オリンピック競技大会のそもそも何のために開催するのかという根本的 

な問題が座っていないことが明らかになって、右往左往している状況を痛烈に批判する必要が 

ある。女性が会長に就任したことで、問題が解決したことにはならない。 

 ＊森前会長の発言に、選手らが落胆しており、批判の発言が相次ぐ。 

 ＊都民の会の声明の基本は、何が何でも開催するという組織委員会や東京都の姿勢で、五輪憲章 

の根本原則に照らして、問題がないのか。仮に無観客開催となった時、世界の人々に何を発信す 

る五輪になるのか、その点での国民へのアピールの呼びかけが必要だ。 

 ＊これまでの準備の過程の中で、いくつかの成果も生まれており、たとえ中止になっても、オリン 

  ピックムーブメントの財産的な価値があることを評価しつつ対応することが大切。 

 ＊組織委員会が、現在のコロナ感染の状況もしっかり認識して、政治から独立して正しい判断を 

  すべきだ。 

 

 

４ その他 

 ＊２０２０年のオリパラ都民の会の財政状況と分担金の回収 

  

 

 

   次回オリパラ都民の会運営委員会 

   ２０２１年４月  日（ ）  時  分～ 東京労働会館  F 会議室           









 2021国保請願関連　議員要請状況 2021/3/24　現在

略称 選出 氏名 懇談要請 結果 備考
都ファ港 入江のぶこ
都ファ新宿 森口つかさ
都ファ文京 増子ひろき
都ファ台東 保坂まさひろ
都ファ台東 中山ひろゆき
都ファ墨田 成清梨沙子
都ファ江東 白戸太朗
都ファ品川 山内晃
都ファ目黒 伊藤ゆう
都ファ大田 もり愛
都ファ世田谷 福島りえこ
都ファ世田谷 木村基成
都ファ渋谷 龍円あいり
都ファ渋谷 大津ひろ子
都ファ中野 荒木ちはる
都ファ杉並 鳥居こうすけ
都ファ杉並 あかねがくぼかよ子
都ファ豊島 本橋ひろたか
都ファ荒川 たきぐち学
都ファ板橋 木下ふみこ
都ファ板橋 平慶翔
都ファ練馬 村松一希
都ファ練馬 おじま紘平
都ファ足立 後藤なみ
都ファ足立 馬場信男
都ファ葛飾 米川大二郎
都ファ江戸川 田の上いくこ
都ファ八王子 両角みのる
都ファ八王子 滝田やすひこ
都ファ立川 増田一郎 立川圏域定期協議△ 3/22懇談した・医療現場の実態は受け止めた・いのち守ることは議会の共通認識・都財政の優先は医療のこと
都ファ武蔵野 鈴木邦和
都ファ三鷹 山田ひろし
都ファ青梅 森村隆行 TMR 2/5電話で伝えたが、反応なし
都ファ府中 小山くにひこ
都ファ府中 藤井あきら
都ファ昭島 内山真吾
都ファ小金井 つじの栄作 保険医 ○ 3/11理解できるが、会派としては難しい
都ファ小平 佐野いくお



 2021国保請願関連　議員要請状況 2021/3/24　現在

略称 選出 氏名 懇談要請 結果 備考
都ファ日野 菅原直志
都ファ西東京 桐山ひとみ
都ファ西多摩 清水やすこ
都ファ南多摩 石川良一
都ファ北多摩第一 関野たかなり
都ファ北多摩第二 岡本こうき TMR 2/4電話、要請書みてからと。その後反応なし
都ファ北多摩第三 尾崎大介
都ファ北多摩第四 細谷しょうこ
自民 港 菅野弘一 事務局 3/18峯尾始政調会参事に資手（会派へ）
自民 新宿 秋田一郎
自民 文京 中屋文孝
自民 墨田 川松真一朗
自民 江東 山崎一輝
自民 大田 神林茂
自民 大田 鈴木章浩
自民 大田 鈴木あきまさ
自民 世田谷 三宅しげき
自民 世田谷 小松大祐
自民 世田谷 大場やすのぶ
自民 杉並 早坂義弘
自民 杉並 小宮あんり
自民 北 やまだ加奈子
自民 練馬 柴崎幹男
自民 足立 高島なおき
自民 葛飾 舟坂ちかお
自民 江戸川 宇田川聡史
自民 八王子 伊藤しょうこう
自民 立川 清水孝治
自民 町田 吉原修 TMR 2/5電話、要請書は本人が持っていった。通常広域のテーマであれば政調会で検討し、幹事長が紹介議員になる。地域性のあるテーマであれば、紹介議員になることもありえる。
自民 小平 高橋信博
自民 日野 西野正人
自民 西多摩 田村利光
自民 北多摩第三 林あきひろ TMR 2/5電話後、反応なし
自民 島部 三宅正彦 TMR △ 2/12事前に相談してくれれば検討の余地ある
公明 新宿 古城まさお
公明 墨田 加藤雅之
公明 江東 細田いさむ
公明 品川 伊藤こういち



 2021国保請願関連　議員要請状況 2021/3/24　現在

略称 選出 氏名 懇談要請 結果 備考
公明 目黒 斉藤やすひろ
公明 大田 藤井一
公明 大田 遠藤守
公明 世田谷 栗林のり子
公明 中野 高倉良生
公明 杉並 まつば多美子
公明 豊島 長橋桂一
公明 北 大松あきら
公明 荒川 けいの信一
公明 板橋 橘正剛
公明 練馬 小林健二
公明 足立 うすい浩一
公明 足立 中山信行
公明 葛飾 のがみ純子 保険医 4/9予定
公明 江戸川 上野和彦
公明 八王子 東村邦浩
公明 町田 小磯善彦 TMR 2/4電話、書面検討する
公明 北多摩第一 谷村孝彦
公明 北多摩第三 中嶋義雄 TMR 2/4電話通じない
共産 新宿 大山とも子 ◎
共産 江東 あぜ上三和子 ◎
共産 品川 白石たみお ◎
共産 目黒 星見てい子 ◎
共産 大田 藤田りょうこ 三多摩友の会、事務局◎ 2/5リモート懇談、3/11保険医懇談（会派へ）
共産 世田谷 里吉ゆみ ◎
共産 杉並 原田あきら ◎
共産 豊島 米倉春奈 ◎
共産 北 曽根はじめ ◎
共産 板橋 とくとめ道信 ◎
共産 練馬 とや英津子 ◎
共産 足立 斉藤まりこ ◎
共産 葛飾 和泉なおみ ◎
共産 江戸川 河野ゆりえ ◎
共産 八王子 清水ひで子 ◎
共産 町田 池川友一 TMR ◎ 2/5電話、本人に伝える
共産 北多摩第一 尾崎あや子 ◎
共産 北多摩第四 原のり子 三多摩友の会 ◎ 2/5リモート懇談
立民 世田谷 山口拓 土建 ○ 3/18理解するが、会派としては難しい



 2021国保請願関連　議員要請状況 2021/3/24　現在

略称 選出 氏名 懇談要請 結果 備考
立民 中野 西沢けいた
立民 板橋 宮瀬英治
立民 練馬 藤井とものり
立民 三鷹 中村ひろし
みらい品川 森澤恭子 3/18資手（会派へ）
みらい町田 奥澤高広 TMR △ 2/12趣旨は解るが、財政全体で考えないと
みらい南多摩 斉藤れいな
生ネ 北多摩第二 山内れい子 事務局 3/18資手
自守 江戸川 上田令子 事務局 3/18資置
維新 中央 西郷あゆ美 事務局 3/18資置
表自 大田 栗下善行 事務局 3/18資手
旭 西東京 石毛しげる 事務局 3/18資置

合計 126 21 0 × ：会わない
3 △ ：曖昧
2 ○ ：賛意

18 ◎ ：請願紹介



デジタル社会の形成が、我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、急速な少子高齢化の進展への対
応その他の我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に
推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与するため、デジタル社会の形成に関し、基本理
念及び施策の策定に係る基本方針、国、地方公共団体及び事業者の責務、デジタル庁の設置並びに重点計画の作成について定める。

デジタル社会形成基本法案の概要 ＜予算関連法案＞

１．デジタル社会の定義
「デジタル社会」を、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入
手し、共有し、又は発信するとともに、先端的な技術をはじめとする情報通信技術を用いて電磁的記録として記録された多様かつ大
量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会と定義する。

２．基本理念
デジタル社会の形成に関し、ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現、利用の機会
等の格差の是正、個人及び法人の権利利益の保護等の基本理念を規定する。

３．国、地方公共団体及び事業者の責務
デジタル社会の形成に関し、国、地方公共団体及び事業者の責務等を規定する。

４．施策の策定に係る基本方針
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体による情報の円滑な流通の確保（データの標準化等）、アクセシビリ
ティの確保、人材の育成、生産性や国民生活の利便性の向上、国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用、公的基礎情
報データベース（ベース・レジストリ）の整備、サイバーセキュリティの確保、個人情報の保護等のために必要な措置が講じられるべき旨を規
定する。

５．デジタル庁の設置等
別に法律で定めるところにより内閣にデジタル庁を設置し、政府がデジタル社会の形成に関する重点計画を作成する。

６．高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止等
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT基本法）を廃止するほか、関係法律の規定の整備を行う。

７．施行期日
令和３年９月１日

趣旨

概要
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デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け
るとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務とするデジタル庁を設置することとし、その
所掌事務及び組織に関する事項を定める。

デジタル庁設置法案の概要 ＜予算関連法案＞

１．内閣にデジタル庁を設置
２．デジタル庁の所掌事務
⑴ 内閣補助事務
・デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画立案・総合調整
⑵ 分担管理事務
・デジタル社会の形成に関する重点計画の作成及び推進
・個人を識別する番号に関する総合的・基本的な政策の企画立案等
・マイナンバー・マイナンバーカード・法人番号の利用に関すること並びに情報提供ネットワークシステムの設置及び管理
・情報通信技術を利用した本人確認に関する総合的・基本的な政策の企画立案等
・商業登記電子証明（情報通信技術を利用した本人確認の観点から行うもの）、電子署名、公的個人認証（検証者に関するこ
と）、電子委任状に関する事務
・データの標準化、外部連携機能、公的基礎情報データベース（ベース・レジストリ）に係る総合的・基本的な政策の企画立案等
・国・地方公共団体・準公共部門の民間事業者の情報システムの整備・管理に関する基本的な方針の作成及び推進
・国が行う情報システムの整備・管理に関する事業の統括監理、予算の一括計上及び当該事業の全部または一部を自ら執行すること

３．デジタル庁の組織
⑴ デジタル庁の長及び主任の大臣は内閣総理大臣。
⑵ 内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を統括するデジタル大臣を置き、２⑴の事務を円滑に遂行するため、関係行政機関の長
に対する勧告権等を規定。
⑶ 副大臣一人及び大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局等の事務を監督する内閣
任免の特別職として、デジタル監を置く。
⑷ 全国務大臣等を議員とする、デジタル社会の形成のための施策の実施の推進等をつかさどるデジタル社会推進会議を設置。

趣旨

概要

４．施行期日等
⑴ 施行期日：令和３年９月１日
⑵ 一定期間後の見直し、関係法律の改正について規定。 2



デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行う。

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要
趣旨

マイナンバーを活用した情報連携の拡大等による行政手続の効率化（マイナンバー法等の改正）
① 国家資格に関する事務等におけるマイナンバーの利用及び情報連携を可能とする。
② 従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とする。
施行日：公布日（①のうち国家資格関係事務以外(健康増進事業、高等学校等就学支援金、知的障害者など)）、公布から４年以内（①のうち国家資格関係事務
関連）、令和３年９月１日（②）

個人情報保護制度の見直し（個人情報保護法の改正等）
① 個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人
情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化。

② 医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立の病院、大学等には原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用。
③ 学術研究分野を含めたGDPR（EU一般データ保護規則）の十分性認定への対応を目指し、学術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外
ではなく、義務ごとの例外規定として精緻化。

④ 個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律を明確化。
施行日：公布から１年以内（地方公共団体関係は公布から２年以内）

押印・書面の交付等を求める手続の見直し（48法律の改正）
○ 押印を求める各種手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とする。
施行日：令和３年９月１日（施行までに一定の準備期間が必要なものを除く。）

＜予算関連法案＞

マイナンバーカードの利便性の抜本的向上、発行・運営体制の抜本的強化（郵便局事務取扱法、公的個人認証法、住民基本台帳法、マイナンバー法、J-LIS法等の改正）
＜マイナンバーカードの利便性の抜本的向上＞
① 住所地市区町村が指定した郵便局において、公的個人認証サービスの電子証明書の発行・更新等を可能とする。
② 公的個人認証サービスにおいて、本人同意に基づき、基本４情報（氏名、生年月日、性別及び住所）の提供を可能とする。
③ マイナンバーカード所持者について、電子証明書のスマートフォン（移動端末設備）への搭載を可能とする。
④ マイナンバーカード所持者の転出届に関する情報を、転入地に事前通知する制度を設ける。 等
施行日：公布日（①）、公布から２年以内（①以外）

＜マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化＞
① 地方公共団体情報システム機構（J-LIS）による個人番号カード関係事務について、国による目標設定、計画認可、財源措置等の規定を整備。
② J-LISの代表者会議の委員に国の選定した者を追加するとともに、理事長及び監事の任免に国の認可を必要とする等、国によるガバナンスを強化。
③ 電子証明書の発行に係る市町村の事務を法定受託事務化。 等
施行日：令和３年９月１日

概要
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公的給付の迅速かつ確実な支給のため、預貯金口座の情報をマイナンバーとともにマイナポータルにあらかじめ登録し、行政機関等が当該口座
情報の提供を求めることができることとするとともに、特定公的給付の支給のためマイナンバーを利用して管理できることとする。

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案の概要 ＜予算関連法案＞

１．公的給付支給等口座の登録
預貯金者は、公的給付の支給を受けることができる一の預貯金口座を、以下いずれかの方法により内閣総理大臣に申請し、マイナンバーとともに登録を受ける。
①マイナポータルからオンライン申請、②預貯金者の同意により、行政機関が取得又は保有する口座情報の提供、③金融機関における登録申請

２．行政機関等への口座情報の提供
行政機関の長等は、公的給付の支給等に必要があるとき、内閣総理大臣に対し、登録された口座情報の提供を求めることができる。

３．特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施のための仕組み
⑴ 特定公的給付
内閣総理大臣は、①国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの 又は

②経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるもの、 を特定公的給付として指定する。
⑵ マイナンバーを利用した管理 行政機関等の長は、特定公的給付の支給に係る情報について、マイナンバーを利用し管理することができる。

※施行日：公布日から２年以内（特定公的給付に係る規定は公布日、金融機関における申請は公布日から３年以内）

デジタル社会形成基本法案に定めるデジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の
確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図るため、預貯金者の意思に基づくマイナンバーの利用による預貯金口座の管理に関する制度及び災害時又
は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じて預金保険機構が口座に関する情報を提供する制度を創設する。

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案の概要 ＜予算関連法案＞

１．マイナンバーの利用による預貯金口座の管理に関する制度
⑴ 金融機関に対する

申出等
⑵ 預金保険機構

による通知等

２．災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報を提供する制度
・災害救助法の適用区域に居住していた預貯金者は、金融機関において、口座を有する金融機関の名称を提示し、当該口座の情報の提供を求めることが
できる。
・相続人は、金融機関において、その被相続人を名義人とする口座に関する情報の提供を求めることができる。

３．預金保険機構の業務の特例等
・新法に基づき預金保険機構が新たに担う業務を規定 等 ※施行日：公布日から３年以内（一部を除く）

・金融機関は、預貯金者に対し、他の金融機関が管理する預貯金口座についても希望の有無を確認し、本人特定事項及びマイナ
ンバー等を預金保険機構に対し通知する。
・預金保険機構は、通知された本人特定事項及びマイナンバー等を他の金融機関に対し通知する。
・通知を受けた金融機関は、預貯金者の本人特定事項等をマイナンバーにより検索することができる状態で管理しなければならない。

・預貯金者は、口座がマイナンバーにより管理されることを希望する旨の申出をすることができる。
・金融機関は、口座開設その他重要な取引を行うとき、預貯金者に対し、上記希望の意思の有無を確認しなければならない。
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概要

⑤ その他の措置
・ 地方公共団体は、国による全国的なクラウド活用の環境
整備の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウドを活用
して情報システムを利用するよう努める。

・ 国は、標準化のために必要な財政措置を講ずるよう努める
とともに、地方公共団体が基準への適合を判断するための
支援等を実施

④ 基準に適合した情報システムの利用
・ 地方公共団体が①の事務の処理に利用する情報システム
は、③の省令で定める期間内に基準に適合することが必要

・ ①の事務と一体的に処理することが効率的である場合に、
基準に適合する情報システムの機能等について、①の事務
以外の事務を処理するために必要な最小限度の追加等が
可能

③ 情報システムの基準の策定
・ 所管大臣は、①の事務の処理に利用する情報システムの標準
化のための基準（省令）を策定

・ 内閣総理大臣及び総務大臣は、データ連携、サイバーセキュリティ、
クラウド利用等各情報システムに共通の事項の基準（省令）を
策定

・ 策定時に地方公共団体の意見反映のための措置を実施

① 情報システムの標準化の対象範囲
・ 各地方公共団体における事務の処理の内容の共通性、住民の
利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化の観点
から、標準化の対象となる事務を政令で特定
※ 児童手当、住民基本台帳、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、

軽自動車税、就学、国民健康保険、国民年金、障害者福祉、後期高齢者医療、

介護保険、生活保護、健康管理、児童扶養手当、子ども・子育て支援

② 国による基本方針の作成
・ 政府は、地方公共団体の情報システムの標準化の推進につい
て、基本方針を作成

・ 内閣総理大臣、総務大臣及び所管大臣が、関係行政機関の
長に協議、知事会・市長会・町村会から意見聴取の上、方針
案を作成

⑥ 施行期日
・ 令和３年９月１日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案の概要

趣旨

国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用により持続可

能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システムの標準化について、

基本方針及び地方公共団体情報システムに必要とされる機能等についての基準の策定その他の地方公共団体情報システムの標準化

を推進するために必要な事項を定める。



コロナにまけない！

食料×生活支援プロジェクト

ボランティア募集中！

第 2回

コロナの影響で生活にお困りの方、 子育て中の方、 学生さん、 仕事を失ってしまった方

どなたでもお気軽にお越しください！

日時

会場

相談コーナー

健康・労働・生活・教育

専門家が応対

配布ブース

お米・野菜・くだもの

無料で配布

女性専門ブース

女性の日用品など・相談も

女性スタッフ対応

３月３０日（火）
午後３時～午後７時
ラパスビル
東京都豊島区南大塚 2-33-10

（東京労働会館）

あらかじめWEB 申し込みしていただくと、
当日スムーズにご案内できます。

WEB事前申し込み（アンケート付き）はこちら↑

主催 東京地評・東京民医連・東京社保協・東商連・自由法曹団東京支部
@567o783（ころな・おー・なやみ） 567lifeline@gmail.com



 

新型コロナ感染症 

無料ホットライン 
 

あなたのお困り・不安 専門家がお聞きします。 
     

 
 コロナがおさまらないなか、働き先や事業のお困りごと、生活の不安、学校・教育の悩み、健康不安を

誰もがかかえています。相談の専門家、医療・福祉の関係者が無料で電話相談に応じます。 
また、ツイッターの DMでも受け付けています。あなたの不安、お悩みはこちらまで。 

 

 

電話 
 

TWITTER 
 

 

0120-378-060 
 新型コロナ感染症ホットライン 

@567o783 

 

 

主催 コロナにまけない！食料×生活支援プロジェクト 
 



https://zoom.us/meeting/register/tJAqcOyppj0uHtxJS20FcOB7FJNjw6HRzsXX
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